
　　

○代理人による印鑑登録の流れ

手続き１回目「仮登録」

手続き２回目「本登録」

登録する人本人が

代理人選任届
を記入し押印します。

＜登録の申請をした窓口＞
代理人が
●手数料
●照会書（回答書）
●照会書（回答書）についてのお願い・・・青い紙
●健康保険証や年金手帳など、登録する人本人を確認
できるもの（上記青い紙参照）
●代理人の本人確認書類（運転免許証等）
を持ち、登録の申請をした窓口に申請します。

・・・「本登録」によって印鑑登録証（カード）が交付されます。

＜市役所及びｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ窓口＞
代理人が
●代理人選任届
●登録する印鑑
●代理人の本人確認書類（運転免許証等）
を持ち、窓口で申請します。
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市役所から、登録する人あてに

照会書（回答書）を郵送（転送不可）します。
届いた照会書（回答書）に、登録する本人が記入・押印します。

登
録

す
る
人

印鑑登録手続き終了
※登録できない印鑑
○直径が8ミリメートル以下の小さい印鑑
○直径が25ミリメートル以上ある大きい印鑑
○ゴム製などの変形しやすい印鑑
○欠けている印鑑
○自分の氏名以外の文字や模様が入っている印鑑 など
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